
１． はじめに

近年の厳しい財政状況を反映して，建設投資額
はピーク時（平成４年度）から５割以上の減少に
なっています。過当競争の激化等もあり，建設業
の営業利益率も低迷し，社会資本整備を取り巻く
状況には大変厳しいものがあります。
このような状況の中で，例えば，低価格による

受注が行われた場合には，工事品質の確保に支障
を及ぼしかねないだけでなく，下請業者へのしわ
寄せ，労働条件の悪化，安全対策の不徹底等の悪
影響が懸念されるところです。このため，一つ一
つの工事について，適正価格で契約をする取り組
みが求められるところです。
適正価格で契約をするために，発注者が算出す

る予定価格は，過去の取引の実例価格等に基づ
き，標準的な単価等を用いて算出しています。
具体的には，土木請負工事工事費積算要領およ

び土木請負工事工事費積算基準（いわゆる土木工
事標準積算基準）を定め，標準歩掛等について，
定期的な実態調査結果を踏まえて，適宜改正等を
行ってきたところです。
本稿では，土木工事積算基準のうち間接工事費

率の平成２４年度の改正内容について，説明させて
いただきます。

２． 土木工事の積算体系

公共工事の積算に当たっては，標準的な工事価
格が算定できるよう実態調査を行い，できる限り
実態に沿った積算基準を整備しています。
公共土木工事の積算体系は，直接工事費および

共通仮設費と現場管理費からなる間接工事費なら
びに一般管理費等と消費税相当額から構成されて
います。
この中で，諸経費（共通仮設費，現場管理費，

一般管理費等）の積算は，直接工事費，純工事費
（直接工事費＋共通仮設費），工事原価（純工事費
＋現場管理費）におのおのの諸経費率を乗じて算
出する方法を用いています。
共通仮設費，現場管理費ならびに一般管理費等

の諸経費については，現場で必要な経費の実態調
査や企業の財務諸表の実態調査を毎年実施し，そ
の結果等をもとに必要に応じて諸経費の率式の改
訂を行っています。
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３． 平成２４年度諸経費率に
係る改正点

� 建設業における社会保険未加入対策の取り
組みへの対応

建設産業においては，下請企業を中心に，年
金，医療，雇用保険について，法定福利費を適正
に負担しない企業が存在し，技能労働者の処遇を
低下させ，若年入職者減少の一因となっているほ
か，関係法令を遵守して適正に法定福利費を負担
する事業者ほど競争上不利となる矛盾した状況が
生じています。
平成２３年６月には，建設産業戦略会議の「建設
産業の再生と発展のための方策２０１１」において，
行政，元請企業および下請企業が一体となって保
険加入徹底に取り組んでいくことが示されまし
た。これを受け，平成２３年１０月から，学識経験
者，関係業界団体，関係労働者団体で構成する
「社会保険未加入対策の具体化に関する検討会」
を開催し，対策の具体化に向けた検討を行い，平
成２４年２月に法定福利費の確保については，「発
注者が負担する工事価格に含まれる経費であるこ

とを周知徹底するとともに，個別の請負契約の当
事者間において見積等から適正に考慮するよう徹
底する」とされたところです。
一方で，現在の公共工事の積算では，法定福利

費の事業主負担分については，予算決算及び会計
令第８０条第２項の規定で「取引の実例価格」等を
考慮して定めるとされていることから，間接工事
費等諸経費動向調査による法定福利費の支払い額
に基づき，現場管理費率式の一部として計上して
いたところです。
今般，保険未加入企業への行政による確認や，

元請企業による下請指導など各種施策が平成２４年
度途中から具体的に実施されることから，積算に
当たっても，本来事業者が負担すべき法定福利費
分を適切に計上できるように，現場管理費率式に
ついて検討を行い，現場管理費率式を改正するこ
ととしました。
その改訂後の率式等は，表―１に示すとおりで

す。

� 不調・不落工事に対する積算上の取り組み
� 不調・不落工事の発生状況
近年の入札契約において，不調・不落となる工

図―１ 公共土木工事費の積算体系
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表―１

工 種
現行率式

（Jo＝A・Np b）

改正後率式

上・下限値 上・下限値率

下限値 上限値 下限値率 上限値率

河川工事 ＝８３２．３×Np －０．１９７９ ＝８６２．８×Np －０．１９７９ ７００万円 １０億円 ３８．１３％ １４．２８％
河川・道路構造物工事 ＝３８．７×Np －０．０２７６ ＝４０．０×Np －０．０２７６ ７００万円 １０億円 ２５．８９％ ２２．５８％
海岸工事 ＝７６．４×Np －０．０７３５ ＝７８．３×Np －０．０７３５ ７００万円 １０億円 ２４．５８％ １７．０７％
道路改良工事 ＝５６．２×Np －０．０４２７ ＝５７．８×Np －０．０４２６ ７００万円 １０億円 ２９．５３％ ２３．９１％
鋼橋架設工事 ＝７７．５×Np －０．０５１９ ＝８１．６×Np －０．０５１８ ７００万円 １０億円 ３６．０７％ ２７．８９％
PC橋工事 ＝８２．２×Np －０．０７３３ ＝８８．１×Np －０．０７３２ ７００万円 １０億円 ２７．７９％ １９．３３％
舗装工事 ＝４６０．４×Np －０．１６３９ ＝４８０．３×Np －０．１６３９ ７００万円 １０億円 ３６．２７％ １６．０８％
砂防・地すべり等工事 ＝９５９．４×Np －０．２０１９ ＝９８７．６×Np －０．２０１９ ７００万円 １０億円 ４０．９８％ １５．０５％
公園工事 ＝２８２．４×Np －０．１２８３ ＝２９３．３×Np －０．１２８２ ７００万円 １０億円 ３８．８８％ ２０．５８％
電線共同溝工事 ＝１，５８１．６×Np －０．２１８５ ＝１，６８６．２×Np －０．２１８６ ７００万円 １０億円 ５３．７７％ １８．１８％
情報BOX工事 ＝１，１７７．３×Np －０．２０４２ ＝１，２１４．２×Np －０．２０４３ ７００万円 １０億円 ４８．５１％ １７．６０％
道路維持工事 ＝２５３．５×Np －０．１１９１ ＝２６４．７×Np －０．１１９１ ７００万円 １億円 ４０．５０％ ２９．５１％
河川維持工事 ＝１３３．０×Np －０．０９０４ ＝１４２．６×Np －０．０９０４ ７００万円 １億円 ３４．３０％ ２６．９７％
共同溝等工事� ＝２８２．８×Np －０．１１４５ ＝２９０．８×Np －０．１１４５ １，０００万円 ２０億円 ４５．９３％ ２５．０４％
共同溝等工事� ＝８３．９×Np －０．０５５７ ＝８５．９×Np －０．０５５７ １，０００万円 ２０億円 ３５．００％ ２６．０６％
トンネル工事 ＝１５４．４×Np －０．０８４１ ＝１５９．６×Np －０．０８４１ １，０００万円 ２０億円 ４１．１５％ ２６．３５％
コンクリートダム工事 ＝２２３．９×Np －０．１２０８ ＝２２９．７×Np －０．１２０８ ３億円 ５０億円 ２１．７３％ １５．４７％
フィルダム工事 ＝１２１．９×Np －０．０６９８ ＝１２３．８×Np －０．０６９８ ３億円 ５０億円 ３１．７０％ ２６．０５％
下水道工事� ＝３３．１×Np －０．００９４ ＝３５．３×Np －０．００９５ １，０００万円 ２０億円 ３０．２９％ ２８．８０％
下水道工事� ＝１６０．８×Np －０．０９７７ ＝１６６．３×Np －０．０９７７ １，０００万円 ２０億円 ３４．４３％ ２０．５２％
下水道工事� ＝３６．９×Np －０．０１６４ ＝３８．７×Np －０．０１６４ １，０００万円 ２０億円 ２９．７１％ ２７．２４％

図―２

特集 積算基準類の改正

８ 建設マネジメント技術 2012年 4月号



事は低下傾向にあり，平成２２年度では７％まで下
落していますが，維持修繕工事は依然として不調
不落の発生件数割合が多い状況です。

� 間接工事費の大都市補正
共通仮設費は，工事の施工において共通的に必

要な経費であり，具体的には，機械等の運搬費，
工事現場の安全対策費，技術管理費，現場事務所
等の営繕費等です。これら費用の多くは，直接工
事費等から算出した対象額に関する率で計算され
ていますが，大都市部の工事で不調・不落の多い
工事では，実態に合わないとの意見があります。
また，現場管理費は，工事監理を実施するため

に必要な経費であり，具体的には，工事監理を行
う従業員の給料手当，安全訓練費，現場従業員の
法定福利費等です。これについても，対象に対す
る率で計算されていますが，同様に実態に合わな
いとの意見があります。
このため，これらの経費について，実態調査結

果に基づき，平成２１年度より３大都市（東京特別
区，横浜市，川崎市，名古屋市，大阪市の市街
地）で行う鋼橋架設工事，舗装工事，電線共同溝
工事，道路維持工事を対象に大都市補正を導入
し，平成２２年度および平成２３年度において，その
適用地域の拡大を行ったところです。平成２４年度
についても，実態調査結果に基づき適用地区の拡
大を行うこととしました。
具体的には，埼玉県川口市および草加市，東京

都八王子市，静岡県静岡市を新たに適用地域とし
て拡大するものです。

適用地区：札幌市，仙台市，さいたま市，川
口市，草加市，千葉市，市川市，
船橋市，習志野市，浦安市，東京
都特別区，八王子市，横浜市，川
崎市，相模原市，新潟市，静岡
市，名古屋市，京都市，大阪市，
堺市，神戸市，尼崎市，西宮市，

芦屋市，広島市，北九州市，福岡
市のうち，施工地域の区分が市街
地

対象工事区分：鋼橋架設工事，舗装工事，電
線共同溝工事，道路維持工事

補正係数：共通仮設費で１．５，現場管理費で
１．２を直接工事費等から算出した
対象額ごとに求めた標準的な率に
乗じるものとします。

４． 「施工パッケージ型積算方式」
の試行導入について

国土交通省では，平成１６年度からユニットプラ
イス型積算方式の試行に取り組んできたところで
すが，今般，試行の結果を踏まえ，積算効率化の
一層の促進と試行の結果から得られた課題を改良
した新たな積算方式として，「施工パッケージ型
積算方式」を平成２４年１０月１日以降に入札する土
木工事から試行導入することとしたところです。

５． おわりに

冒頭でも述べましたが，建設投資額はピーク時
から５割以上も減少し，過当競争の激化等もあ
り，社会資本整備を取り巻く状況には大変厳しい
ものがあります。
しかし，社会資本の整備，維持管理を的確に行

うためにも，実際に現場で工事に携わられている
方々の実態をより適切に反映した積算基準とする
ことが，よりよい社会資本の整備等にも重要であ
ると認識しており，今後も施工の実態調査を進
め，その結果に基づき必要に応じ積算基準類を改
正するなど，工事価格の適正化を図っていきたい
と考えています。
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